
様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

①  教育実習等の時期 

〈教育実習〉４年次５月～１０月 

②  教育実習等の実習期間・総時間数 

〈教育実習〉中学校４週間（１２０時間）、高等学校２週間（６０時間） 

③  実習校の確保の方法 

大学が指定する学校の中から、実習生が希望する実習校を選び内諾を得る。 

④ 実習内容 

① 研究授業 

・学習指導案を研究授業前日までに作成して指導教諭の指導を受ける。 

 ・研究授業を行い，指導教諭の指導、助言を受ける。 

② 授業参観 

 ・多くの教員の授業を参観し、授業研究の材料とする。 

③ ＨＲ指導 

 ・ＨＲ指導教諭と十分な連絡をとり、指導を受けて、ＳＨＲの指導や清掃指導等の実習を行う。 

⑤ 実習生に対する指導の方法 

１年 教職説明会：教育実習に向けた指導 担当：学部教員、事務＋教育教職センター 

２年 教育実習概略説明 担当：教職担当教員（制度面、内容面）＋教育教職センター 

３年 教育実習の具体的な説明 担当：教職担当教員＋教職教育センター 

４年 教育実習に向けた心構え（心構え、授業） 担当：学部教員 

４年 直前指導 講義及びグループワーク（具体的な内容） 担当：教職教育センター 

４年 直後指導 講義及びグループワーク（課題の洗い出し） 担当：教職教育センター 

４年 事後指導 教育実習を受けた自分の課題の整理 担当：教職担当教員＋教職教育センター 

⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法） 

 ※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。 

成績評価の基準 

教員としての必要な知識、技能、態度、心構えや実践的な指導力を習得できたものに単位を授与する講

義目的、到達目標に記載する能力の到達度に応じてＳから Cまでの成績を与える。 

成績評価の方法 

実習先からの評価表（30%）、指導案及び教材（20%）、実習態度（20%）、自己評価表を含む実習レポー

ト（30%）を基準として、受講態度（積極的な発言や質問等）を含めて総合的に評価する。 
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２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 

１年 教職説明会 教育実習への流れ説明：90分×１ 

２年 教育実習説明 教育実習時の心構え（学校の現状）：90分×２ 

３年 教育実習時の具体的な内容：90分×２  

４年 教育実習に向けた心構え（心構え、授業）：90分×２ 

４年 直前指導 講義及びグループワーク（レポート課題）：90分×３ 

４年 直後指導 講義及びグループワーク（レポート課題）：90分×３ 

４年 事後指導 教育実習を受けた自分の課題の整理 90分×２ 

②  内容（具体的な指導項目） 

1. 教育実習の心構え（通勤、服装、心構え等）  

2. 授業に関すること（授業参観、指導教官からの指導、教材研究、ＨＲ指導等） 

3. 生徒指導に関すること（生徒との対応、トラブル対応、教員との連絡体制等） 

4. 学校生活に関すること（部活動指導、生徒との対応時の心構え等） 

5. その他（守秘義務、その他社会人としてのマナー等） 

３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 

①  大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

・ 委員会等の名称 

兵庫県立大学姫路工学キャンパス教職課程担当者会議 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

1.  学部長に指名された座長 

2. 教育の基礎的理解に関する科目等を担当する教員 

3. 教職に関する学部開講科目を担当する教員 

4. 教職に関する大学院開講科目を担当する教員 

・ 委員会等の運営方法 

年２回～３回程度開催 

  

【委員会の組織図】 

別途添付のとおり 

 

② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 

（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 

・ 委員会等の名称 

兵庫県立大学教職教育センター 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など） 

1．センター長 

2．副センター長 

3．専任特任教授 

4．教職課程を設置する学部及び研究科から選出された教員 

5．事務局長（事務局教育企画部長） 
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6．その他センター長が必要と認めた者 

・ 委員会等の運営方法 

教職センター会議を年２回～３回程度開催 

 

 

【委員会の組織図】 

別途添付のとおり 

４ 教育実習の受講資格 

 ア 卒業研究履修許可者であること（又は卒業研究を修了していること）。 

 イ 特別な事情がある場合を除いて、「教育実践に関する科目」を除く「教育の基礎的理解に関する科

目等の必修単位のうち、３分の２以上の単位を修得していること。 

ウ 「教科及び教科の指導法に関する科目（平成 30年度以前入学生は「教科に関する科目」）」の必修単

位のうち、３分の２以上の単位を修得していること。 

エ 教科指導法Ⅰ・Ⅱ（数学・理科・情報・工業のうち免許を取得しようとする科目のもの）の単位を修

得していること。 

オ 中学校教員免許（数学・理科）取得希望者については、「介護等体験」の単位を修得していること。 

５ 実習校 

教育 

実習 

体験 

活動 学級数の合計 中学校 384 学級、高等学校 2,200 学級 

〇  学校名 兵庫県立大学附属中学校（兵庫県赤穂郡上郡町 3－11－2）  

学級数：6 児童数：210人 

  教員数 20人  （内訳）教諭 13人、講師６人、 養護教諭１人 

〇  学校名 兵庫県立大学附属高等学校(兵庫県赤穂郡上郡町光都 3－11－1)  

学級数：15 生徒数：480人 

  教員数 42人  （内訳）教諭 34人、講師 7人、養護教諭 1人 

〇  教育委員会名 

 

 姫路市教育委員会 中学校 35校 

 兵庫県教育委員会 高等学校：136校 
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【委員会の組織図】 

 

 

総合教育機構 

【目 的】 

全学共通教育、防災教育、教職課程教育等の教育方針に関する企画立案、実施並びに評価

を行うほか、教育改革等に関する調査、研究及び企画、副専攻の設置、調整、認定等を行うこと

により、大学教育の質の向上を図り学士力を育成することを目的 

【構成員】 

機構長、副機構長、防災教育研究センター長、教職教育センター長、教学マネジメントセンター長 

 

教職教育センター 

【目 的】 

教職課程教育に関するものを一体的かつ効果的に実施することを目的 

【構成員】 

教職教育センター長、副センター長、専任特任教授、事務局長、教職課程を設置する学部及び

研究科から選出された教員、その他 

 

教職教育センター運営会 

【目 的】 

センター業務の円滑的遂行を目的 

【構成員】 

教職教育センター長、副センター長、 

専任特任教授、事務局長、その他 

 

各学部及び研究科教職担当者会議 

【目 的】 

各学部及び研究科の教職課程の運営に関する事項を審議することを目的 

【構成員】 

教育の基礎的理解に関する科目等の担当教員、教科に関する科目等の担当教員 

 

姫路工学キャンパス教職課程担当者担当者会議 
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